

（第十条第七項関係：変更届出用）


適格機関投資家に関する届出に係る変更届出書


提出日　　　　　年　　月　　日
金融庁長官殿
（経由　　　　財務（支）局長）

届出者
商号、名称又は氏名　　　　　　　　　　　　　　　
代表者の役職氏名　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先
　
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第14号）第10条第３項の規定による届出に係る事項に変更があったため、同条第７項の規定により適格機関投資家に関する届出に係る変更届を行います。

１．変更があった事項


２．変更の内容
　　（変更前）

　　（変更後）


３．適格機関投資家となる期間
　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

４．金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第12項に規定する代理する権限を有する者に関する事項
　　①商号、名称又は氏名

　　②本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所


（注１）原文によって記載する部分は日本語表記を並べて記載。
（注２）４については、同項の規定により届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない場合についてのみ記載し、その場合には、届出者を代理する権限を付与したことを証する書面（日本語による翻訳文を含む。）を添付。



